
 - 1 - 

福島市後期高齢者健康診査実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１２５条

に基づき実施すると共に、身体機能や心身状態の低下につながる生活習慣病などの疾患等また

はその危険因子を早期に発見し、生活指導及び適切な治療や介護予防事業等へ結びつけること

によって、市民の健康保持と増進を図ることを目的とする。 

 

（実施方法） 

第２条 市長が、福島県後期高齢者医療広域連合から受託し実施する。 

 

（対象者） 

第３条 健康診査を受けることができる者は、本市に住民基本台帳法（昭和６２年法律第８１号）

の住民基本台帳に登録を有し、後期高齢者医療被保険者で市長が別に定めるものとする。 

 

（実施回数） 

第３条の２ 実施回数は、原則として年一回とする。 

 

（実施方法） 

第４条 実施方法は個別健診とする。 

 

（個別健康診査） 

第５条 個別健康診査は、市長が一般社団法人福島市医師会（以下「福島市医師会」という。）に

委託し、福島市医師会に登録した国民健康保険特定健康診査（個別）登録医療機関（以下「実

施医療機関」という。）が、次項により実施するものとする。 

２ 実施期間及び検査項目は、市長が別に定めるものとする。 

 

（実施報告） 

第６条 実施医療機関は、受診者に健診結果を通知すると共に健診結果に合わせた情報を提供す

る。 

２ 実施医療機関は、健康診査結果報告書等により福島県国民健康保険団体連合会へ報告するも

のとする。 

 

（自己負担金の徴収） 

第７条 健康診査に係る費用については、市長が別に定めるものとする。 
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（委託料金） 

第８条 市長は、福島市医師会と業務委託の契約を締結し、支払うものとする。 

 

（事後指導） 

第９条 実施医療機関は、受診者に対し健康診査の結果に基づく相談及び指導を行うものとする。 

 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、後期高齢者健康診査の実施に必要な項目については、

市長が別に定めるものとする。 

 

 

附 則 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

   附 則 この要綱は、平成２３年５月１日から施行する。 

   附 則 この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

   附 則 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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福島市後期高齢者健康診査（個別）実施要領 

 

福島市後期高齢者健康診査実施要綱に基づく後期高齢者健康診査（医療機関個別方式）を福

島市医師会に委託し、次の要領により実施する。  

 

１  対象者  

  福島市に住民登録を有する後期高齢者医療被保険者とする。ただし、次に該当する者は除

く。  

(1)長期入院者（病院又は診療所に６か月以上継続して入院している者）  

(2)施設入所者等（刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設、特別養護老人ホーム等、

高齢者の医療の確保に関する法律第５５条第１項第２号から第５号までに規定する施

設）  

(3)事業主健診等を受けている者（当該健康診査の結果データを事業主等から提供を受けた

場合に限る）  

また、実施回数は１人年１回とする。  

 

２  実施期間  

  実施期間は、毎年６月１日から１０月３１日までとする。  

 

３  検査項目  

  問診、身体計測（身長・体重・BMI）、理学的検査（身体診察）、血圧測定、血液化学検査

（LDL コレステロール・HDL コレステロール・中性脂肪）、肝機能検査（ AST（GOT）・ALT（GPT）・

γ－ GT（γ－ GTP））、血糖検査（空腹時血糖または随時血糖及びヘモグロビン A1ｃ）、尿検

査（尿中の糖及び蛋白の有無）とする。  

 

４  実施医療機関  

  後期高齢者健康診査を行う医療機関は、福島市医師会に登録した実施医療機関とする。な

お、実施医療機関名は市政だより等で周知するものとする。  

 

５  健診料と自己負担金  

  健診料は別表のとおりとする。また、受診者の自己負担金は徴収しない。  

  別表  

検査項目  健診料  

基本項目  8,954 円  

 

６  申込み方法  

  対象者で後期高齢者健康診査を希望する者は、直接実施医療機関窓口に電話等で申し込

みを行う。  
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７  実施方法  

実施医療機関は次により実施する。  

①  申込みの受付  
受診対象者であること及び保険診療にあたらないことを確認

し、受診当日の留意事項・持参物を説明する。  

②  

受診券及び後期

高齢者医療被保

険者証の確認  

受診券を回収する。  

③  問診票の記入  後期高齢者健診用問診票様式〔１〕を使って問診を実施する。  

④  
受診者への結果

説明  

国民健康保険特定健康診査の基準に従い所定の方法で判定し、

結果報告書を作成、受診者に速やかに結果を説明する。  

 

８  実施報告  

  実施医療機関は、健診結果を厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データと

して作成し、作成した電子データを格納したファイルを収録した電子媒体を実施月の翌月

５日までに福島県国民健康保険団体連合会に提出する。  

  

９  事後指導  

  実施医療機関は、「受診勧奨」の者に対しては的確な受診指導、「生活習慣改善の必要あり」

の者に対しては必要な生活指導を行うものとする。また介護予防の観点から、生活機能の低

下のおそれがある者へは、介護予防事業等への情報提供を行うものとする。  

 

 

 

 

 

附  則  この要領は、平成２９年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、平成３０年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、平成３１年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、令和  ２年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、令和  ３年  ４月  １日より施行する。  

附  則  この要領は、令和  ５年  ５月  １日より施行する。  
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様式〔１〕 
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改正案 改正前 

 

５ 健診料と自己負担金 

  健診料は別表のとおりとする。また、受診者の自己負担金は徴収しない。 

  別表 

検査項目 健診料 

基本項目 8,954円 

 

 

 

 

附 則 

この要領は、令和 ５年 ５月 １日より施行する。 

 

５ 健診料と自己負担金 

  健診料は別表のとおりとする。また、受診者の自己負担金は徴収しない。 

  別表 

検査項目 健診料（消費税 10％） 

基本項目 8,899円 

 

 

 

福島市後期高齢者健康診査（個別）実施要領 新旧対照表 


